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◇　
「
過
労
死
レ
ベ
ル
」
が
八
割

　

教
職
員
の
過
酷
な
長
時
間
労
働
が
社
会
問
題
化
し
て
い

ま
す
。

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
、
連
合
総
研
が
実
施
し
た
勤
務
実

態
調
査
は
、
月
換
算
で
八
〇
時
間
以
上
の
超
過
勤
務
と
な

る
い
わ
ゆ
る
「
過
労
死
レ
ベ
ル
」
に
達
し
て
い
る
教
員
が

小
学
校
七
二
・
九
％
、
中
学
校
八
六
・
九
％
と
い
う
驚
く
べ
き

実
態
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
二
〇
一
七
年
四
月
発
表
の
文

科
省
調
査
で
も
、
小
学
校
三
三
・
五
％
、
中
学
校
五
七
・
六
％

と
い
う
数
字
で
す
。九
月
に
報
道
さ
れ
た
道
教
委
調
査（
二

〇
一
六
年
度
）
は
、
小
学
校
二
三
・
四
％
、
中
学
校
四
六
・

九
％
、
高
校
三
五
・
七
％
で
し
た
。

　

労
働
者
の
自
己
申
告
に
よ
る
連
合
総
研
の
数
字
が
現
場

感
覚
に
近
い
と
い
う
印
象
で
す
。
こ
の
よ
う
な
過
酷
な
労

働
実
態
に
な
っ
た
原
因
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
最
大

の
要
因
は
教
職
員
が
到
底
勤
務
時
間
内
で
終
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
膨
大
な
業
務
を
抱
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
も

そ
も
教
員
一
人
当
た
り
の
持
ち
授
業
時
間
数
が
多
い
こ
と

に
加
え
、
会
議
・
打
ち
合
わ
せ
、
各
種
計
画
書
・
報
告
書

の
作
成
、
生
徒
指
導
、
学
級
業
務
、
行
事
の
準
備
、
保
護

者
や
地
域
と
の
対
応
、
部
活
動
指
導
な
ど
膨
大
で
す
。
加

え
て
、高
度
成
長
期
に
は
記
憶
力
を
中
心
と
し
た
「
学
力
」

に
よ
っ
て
「
ハ
イ
タ
レ
ン
ト
」
を
見
出
す
と
い
う
教
育
を
、

低
成
長
期
に
入
る
と
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
課
題
を
自
ら
発

見
し
解
決
す
る
「
学
力
」
を
要
求
す
る
教
育
を
、
と
い
う

具
合
に
、
政
府
の
求
め
る
「
人
材
育
成
」
を
目
的
に
新
た

な
業
務
が
次
々
押
し
付
け
ら
れ
、
肥
大
す
る
一
方
で
す
。

　

◇　

労
働
基
準
法
第
三
七
条
の
適
用
除
外

　

地
方
公
務
員
の
勤
務
時
間
は
労
働
基
準
法
第
三
七
条
に

則
り
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
教
育
公
務
員
の
場
合
は
給

特
法
で
労
働
基
準
法
第
三
七
条
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い

ま
す
。
給
特
法
と
は
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
一
九
七
一
年
）

の
略
称
で
す
。

　

こ
う
な
っ
た
背
景
に
は
、
一
九
六
六
年
以
降
、
慢
性
的

な
教
職
員
の
時
間
外
勤
務
が
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、

全
国
で
時
間
外
勤
務
手
当
請
求
訴
訟
が
起
き
、
最
高
裁
で

も
「
教
職
員
に
も
時
間
外
手
当
請
求
の
正
当
性
」
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、

い
ま
教
育
の
現
場
か
ら（
31
）

政
府
は
本
給
の
四
％
（
月
八
時
間
程
度
相
当
分
）
の
「
教

員
調
整
額
」
を
支
給
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
「
給
特
法
」

を
強
行
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
日
教
組
は
、
わ
ず
か
四
％
の

「
教
員
調
整
額
」
で
無
制
限
・
無
定
量
な
超
勤
に
な
ら
な

い
よ
う
、
文
科
省
交
渉
で
、
①
生
徒
の
実
習
、
②
修
学
旅

行
な
ど
の
学
校
行
事
、
③
職
員
会
議
、
④
非
常
災
害
等
の

業
務
で
、「
臨
時
又
は
緊
急
に
や
む
を
得
な
い
必
要
の
あ

る
場
合
」
以
外
は
超
勤
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す

る
「
限
定
四
項
目
」
を
定
め
さ
せ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
現
在
の
残
業
時
間
の
平
均
は
当
時
の
約
一
〇

倍
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、「
限
定
四
項
目
」

以
外
の
時
間
外
勤
務
は
、
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
勤
務

で
あ
る
か
ら
と
自
発
的
勤
務
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。「
勝

手
に
や
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
給
特

法
は
教
職
員
の
超
過
勤
務
を
抑
制
す
る
の
に
全
く
役
に

立
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

◇　

教
職
員
の
過
重
労
働
を
解
消
す
る
た
め
に

　

教
職
員
の
勤
務
時
間
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、第
一
に
、

一
人
の
教
員
の
持
ち
授
業
数
と
一
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
の
数

を
減
ら
し
教
職
員
の
数
を
増
や
す
、
教
職
員
定
数
の
抜
本

的
増
員
が
不
可
欠
で
す
。
公
的
教
育
費
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
較
で

日
本
は
三
・
二
％
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
三
三
カ
国
中
三
二

位
と
い
う
低
水
準
で
す
。
現
場
教
職
員
の
命
を
削
る
「
敢

闘
精
神
」
を
当
て
に
し
て
い
ま
す
が
、
病
気
休
職
者
が
全

国
で
年
間
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
現
場
の
状
況
は
限
界
で
、

疲
れ
切
っ
た
教
職
員
に
こ
れ
以
上
過
大
な
要
求
を
し
続
け

る
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
が
崩
壊
し
ま
す
。
財
務
省

教
職
員
の
過
重
労
働
問
題

　
　

小
笠
原　

大　

樹
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は
「
定
数
増
で
い
じ
め
は
な
く
な
る
の
か
」
な
ど
と
費
用

対
効
果
を
問
題
に
し
ま
す
が
、
定
数
増
の
必
要
性
は
、
現

場
教
職
員
が
ど
れ
だ
け
超
勤
し
て
い
る
か
と
い
う
実
態
を

基
準
と
す
べ
き
で
す
。

　

第
二
に
、
部
活
動
を
社
会
教
育
に
移
行
す
べ
き
で
す
。

文
科
省
は
部
活
動
へ
の
外
部
指
導
員
の
導
入
を
進
め
る
方

向
で
す
。
し
か
し
、
外
部
指
導
員
と
教
員
が
子
ど
も
た
ち

の
実
情
や
指
導
の
方
法
な
ど
を
調
整
す
る
作
業
が
不
可
欠

で
す
。
専
門
性
は
確
保
さ
れ
て
も
教
員
の
負
担
軽
減
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
部
活
動
は
社
会
教
育
に
移
行
し
、
社
会
教

育
課
で
指
導
員
を
雇
用
す
べ
き
で
す
。
教
員
で
部
活
動
を

し
た
い
者
は
、
学
校
教
育
と
社
会
教
育
の
両
方
で
雇
用
し

た
上
で
、
無
理
の
な
い
働
き
方
に
な
る
よ
う
労
働
時
間
を

調
整
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。

　

第
三
に
、
給
特
法
は
廃
止
し
、
教
育
職
員
に
も
労
働
基

準
法
第
三
七
条
を
適
用
す
べ
き
で
す
。
時
間
外
手
当
の
支

給
は
人
員
増
の
必
要
性
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
し
ま
す
。

た
だ
し
現
状
で
も
、
管
理
職
に
は
勤
務
時
間
を
把
握
す
る

こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
労
働
基
準
法
第
三

二
条
、
第
一
〇
九
条
）、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
導
入
を
進
め

る
す
べ
き
で
す
。

　

◇　

私
の
労
働
実
態

　

終
り
に
、
私
の
労
働
実
態
に
つ
い
て
少
し
書
き
ま
す
。

表
１
は
私
の
二
〇
一
六
年
度
の
労
働
時
間
を
整
理
し
た
も

の
で
す
。
組
合
員
手
帳
の
出
退
勤
時
刻
を
記
録
す
る
欄
を

集
計
し
ま
し
た
。

　

年
間
労
働
時
間
は
一
般
的
に
、
土
日
の
週
休
日
、
祝
祭

日
を
除
く
年
間
の
出
勤
日
数
を
二
四
〇
日
と
し
て
、
二
四

〇
日
×
七
時
間
四
五
分
で
一
八
六
〇
時
間
で
す
。
一
日
一

時
間
の
残
業
で
プ
ラ
ス
二
四
〇
時
間
の
二
一
〇
〇
時
間
、

二
時
間
で
二
三
四
〇
時
間
、
三
時
間
で
二
五
八
〇
時
間
と

な
り
ま
す
。
私
の
場
合
、
総
労
働
時
間
は
二
四
三
六
時
間

で
し
た
。

　

残
業
と
持
ち
帰
り
残
業
の
合
計
の
月
平
均
は
六
五
時
間

五
五
分
で
、
過
労
死
基
準
の
八
〇
時
間
に
は
達
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
四
月
一
一
二
時
間
、
五
月
九
七
時
間
、
六
月
一

〇
九
時
間
、
八
月
八
〇
時
間
、
九
月
一
〇
七
時
間
、
一
〇

月
八
一
時
間
と
過
労
死
基
準
を
上
回
る
月
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
一
七
年
度
は
四
月
一
一
二
時
間
、五
月
一
二
七
時
間
、

六
月
一
三
一
時
間
で
、
更
に
過
酷
な
労
働
実
態
で
し
た
。

　

私
は
簡
単
な
労
働
日
誌
も
付
け
て
い
ま
す
。
今
年
六
月

六
日
に
体
調
不
良
で
休
み
ま
し
た
。
部
活
動
の
遠
征
と
定

期
考
査
が
連
続
し
て
多
忙
を
極
め
て
い
た
頃
で
す
。
日
誌

に
は
「
疲
労
。
も
う
学
校
に
は
行
き
た
く
な
い
と
い
う
気

分
に
押
し
込
ま
れ
た
。『
休
め
』
と
い
う
Ｓ
Ｏ
Ｓ
サ
イ
ン

を
体
と
脳
が
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
野
球
部
の
遠
征
で
車
を

運
転
し
て
い
た
時
、
事
故
死
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
自

分
に
ふ
と
気
付
く
。
休
み
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
は
迷
わ

ず
休
ま
な
け
れ
ば
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を

後
部
座
席
に
乗
せ
て
事
故
を
起
こ
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
か
ら
慎
重
に
運
転
し
て
い
ま
し
た
が
、
か
な
り
危
険
な

精
神
状
態
で
す
。

　

タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
導
入
が
実
現
す
る
ま
で
、
出
退
勤
時

間
を
記
録
し
、
自
分
と
家
族
を
守
る
運
動
に
と
り
く
ん
で

は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
忙
し
い
と
思
い
ま
す
が
子
ど
も
た

ち
の
た
め
に
」
と
言
う
管
理
職
の
要
求
を
、
断
っ
た
り
押

し
返
し
た
り
す
る
自
信
を
持
つ
た
め
に
も
自
分
が
ど
ん
な

働
き
方
を
し
て
い
る
の
か
を
客
観
視
で
き
ま
す
。
こ
の
記

録
運
動
か
ら
長
時
間
労
働
を
告
発
し
、
過
労
死
や
過
労
で

倒
れ
た
方
の
公
務
災
害
認
定
闘
争
に
と
り
く
む
こ
と
も
必

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
笠
原
大
樹
（
お
が
さ
わ
ら　

た
い
き
）

　

高
校
教
員
。
二
〇
〇
八
年
よ
り
六
年
間
、
北
海
道
教
職
員

組
合
高
校
部
長
を
務
め
る
。
現
在
、
長
万
部
高
校
勤
務
。

表１（筆者の2016年度の労働時間）


